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（事例11）　建設業
　　　　　　　 ‒ リスクアセスメント KY から導入を開始 ! ‒

1　規模

     ( 工事 )130 名 ( 全社 239 名 )

2　リスクアセスメント等実施体制

3　リスクアセスメント等導入時期

  　平成 18 年 6 月

4　 リスクアセスメント等導入のきっかけ

　　災害発生件数については、増加した翌年は減少という状況の繰り返しであ

　り、全員が危険ゼロ、安全衛生水準の向上を目指して、継続して取り組まな

　ければならないと気運が高まっていました。その時期に、労働安全衛生法改

　正に基づきリスクアセスメントが職長教育受講の法定事項となり、事業者の

　努力義務となった時期とが重なり、元方事業者の関係請負人は法令順守のた

　めの指導義務であることから導入することにしました。

　　　　　平成 16 年～平成 18 年災害発生件数の推移

5　「危険性又は有害性の特定」 で成功した事例又は苦労 ( 失敗 ) した事例

　　リスクアセスメントを現場へ導入する手始めとして、危険予知活動を拡充

　してリスクアセスメントを導入することにしました。導入していく過程で、

　次のような問題点や要望が現場から出てきました。

 【問題点】

 (1)　本日の作業内容と作業手順が一緒になる。

 (2)　作業内容に対する作業手順の洗い出しの内容が充実しない。

 (3)　KY を行う時間内でリスクの洗出しを行うには、時間が掛かりすぎる。

 【要望】

 (1)　作業手順と予想される危険・災害の参考例が欲しい。

実施体制 役職等

統括管理 工事本部長 ( 総括安全衛生管理者 )

実施管理 工事部長 ( 安全管理者 )

作業指揮 各現場所長

平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年

休業 4 日以上  7 8  2

休業 4 日未満 0 0 0

不休災害 13 5 2
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 (2)　指導のやり方の参考例が欲しい。

　　 そのため、工種毎のリスクアセスメントを取り入れた作業手順書をリスク

　 アセスメントの社員教育の一環として、若手社員で「標準作業手順書」を作

　 成しました。

6　「リスクの見積り」 で成功した事例または苦労 ( 失敗 ) した事例

 (1)　導入当初のリスクアセスメント KY は、3 段階の足し算による評価で実

　  施しました。

　【評価基準についての現場の意見】

　・　リスク見積りの「可能性・重大性」の評価が各人によって違うので評価

　　基準があれば良い。

　・　災害事例に対して、可能性・重大性の一覧表があれば良い。

　・　可能性・重大性についての採点が大きくなりがちで、評価点数を比べる

　　とどれも同じ点数になって、どれが最も注意すべきか分からなくなること

　　がある。

 (2)　リスクアセスメント推進委員 ( 各課代表、モデル現場所長 ) による検討を

　　実施しました。

　【検討内容】

　・　リスクの見積り・評価について、点数 ( 数値化 ) か記号 ( ○△× ) を検討

　　する。

　・　点数 ( 数値化 ) は 3 段階か 4 段階、掛け算式か足し算式を検討する。

　・　実状はどうしてもこれまでの KY になりがちである。評価基準や例題が

　　あれば取組み易い。

　【検討結果】

　・　点数は 1・2・3 の 3 段階、評価の見積りは、掛け算式で実施する。

　 ( 掛け算式 評価 6 段階 1.2.3.4.6.9 ＞足し算式 評価 5 段階 2.3.4.5.6)

　・　見積り・評価の良し悪しについては、下請業者の評価基準で記載させて

　　います。特に問題がなければ、見積りに対する指導は行っていません。

 (3)　現在、当社におけるリスクアセスメントは、作業手順を細分化させる事

　　とその手順に対する危険性・有害性を特定させる事を重視しています。

7　「リスクアセスメント実施状況の記録と見直し」で成功した事例または苦労

　( 失敗 ) した事例

 (1)　導入時のリスクアセスメント KY 実施状況は、作業手順を細分化させる

　 ことが難しい様で、作業内容がそのまま作業手順だったり、作業手順が 1 項   

　 目しか記載していないという状況が多くありました。現場員が複数いる工事

　 現場は、リスクアセスメント KY 時に確認・指導を行えますが、現場員が 1

　 人の工事現場では、KY 実施後に掲示してあるリスクアセスメント KY シー

　 トを見て確認した後での指導となるため、なかなか職長に伝わりませんでし

　 た。
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 (2)　職長のためのリスクアセスメント講習受講については、協力会から助成

　　金を交付して推進しましたが、受講者があまり増えないため、当社主催で

　　リスクアセスメントの休日講習を平成 20 年 1 月と 2 月に計 4 回 (1 日講習

　　2 回、2 日間講習 2 回 ) 実施しました。

 (3)　リスクアセスメントを導入して 2 年目に入り、リスクアセスメント講習

　　を受講した職長が増えてきましたので、平成 20 年 3 月の社内安全パトロー

　　ルより、リスクアセスメント KY の実施状況を安全パトロールの評価対象

　　に加えるようにしました。

 (4)　工事部の「年度安全目標」は、各工事課で過去数年間に発生した災害記

　　録を基に各課でリスクアセスメントを行い、各工事課の安全目標を作成後、

　　工事部の安全目標を策定する様に変更しました。

 (5)　リスクアセスメント KY は、職長が前日に作業手順と危険性・有害性の

　　洗い出しを行い、朝礼後に内容発表を行い、その後にしています。作業員

　　に「その他にないか ?」と意見を求め、最後に見積りを行うことを推奨し

　　ています。

　　　リスクアセスメント KY をより充実したものにするため、以上の指導を

　　継続して実施しています。

8　リスクアセスメントの効果

　　現場員のアンケートによると、安全意識が高まったとの次のような意見が

　ありました。

 (1)　作業内容、作業手順を細かく記入することで、各作業で予想される危険性・ 

　　有害性が明確になり作業中に自然に注意するようになりました。

 (2)　作業手順を考えて予想される危険性・有害性を具体的に細かく認識する

　　ようになりました。

 (3)　各関係請負人が何をしているか、どんな危険性・有害性があるかが一目で

　　分かるようになったので、注意・指導がしやすくなり目が行き届くように

　　なりました。
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